
協議事項 ２
白兎養護学校訪問学級の経過について

平成１９年１０月１２日
特 別 支 援 教 育 室

１ 県議会の動向
（１）県議会への陳情

平成１９年９月３日付けで、鳥取県重症心身障害児（者）を守る会等４者から、
された。県議会及び知事に対して陳情書が提出

【陳情の概要】
教育の為の専○ 鳥取医療センターに入院している鳥取県立白兎養護学校生の

すること。用の教室を確保
○ 鳥取医療センターに入院している鳥取県立白兎養護学校生の教育内容、教

育環境の充実に努めること。
○ 未就学者（過去に就学免除を受けて、まったく教育を受けていない者）の

教育実現に向けて検討努力すること。 （詳細は４頁～６頁参照）

（２）教育民生常任委員会の白兎養護学校訪問学級の視察
この陳情は、教育民生常任委員会（委員長：藤縄議員）で審議され、平成１９年

９月１９日に白兎養護学校訪問学級の視察、鳥取医療センター下田院長及び訪問学
級の保護者と意見交換が実施された。

（３）陳情の採択
教育民生常任委員会 委員全員一致平成１９年１０月５日の で、この陳情について

され、１０月９日の本会議で採択された。で採択

【参考】尾崎議員の一般質問（ １９．９．２５） （詳細は７頁参照）H

尾崎議員質問 教 育 長 答 弁（抜粋）

白兎養護学校訪問学級の今 教育専用の場をどういうふうに確保したらよいかを
の問題をどう捉えておられ 検討する必要があるだろうと思っています。
るか。 県知事、副知事、財政当局、それから県議会でのみ

なさん方のご議論とか県民のみなさん方のご意見を
お聞きしながら、教育委員会として方針を検討して
いきたいと考えているところであります。

２ 鳥取医療センターの動向
（１）下田院長への確認

平成１９年９月７日に、新病棟竣工後（平成２２年度以降）の病院側の訪問教育
における考えを確認した。

【下田院長の考え】
○ でなければ 今教育委員会の将来的な構想があることが前提 第５・６病棟、 （

回の建設で取り壊さない病棟） 。の活用は認めない
○ 新病棟の療育に使う部屋については、これまでどおり空いている時間であ

れば使用は可能である。

（２）山田委員長の白兎養護学校訪問学級の視察時の確認事項
平成１９年９月１８日に白兎養護学校訪問学級視察時に鳥取医療センターから次

のような説明があった。
【鳥取医療センター】

○ 。新病棟整備に併せて、教育の場を整備することは可能
○ （外付けのような形）に、 新病棟内は新病棟の横 合築することは可能。
病院側の用途が決まっており対応は無理。
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３ 教育委員会事務局（案）及び動向

（１）教育委員会事務局（案）
新病棟の整備に併せて、合築の方法で専用の教育の場を確保したい。

(２）動 向
○ 鳥取医療センターへ、必要な教室等を含めた教育の場の面積を１０月中旬を目

途に報告予定。
○ 現在、必要となる教室等の部屋数や面積について、白兎養護学校と調整中であ

るとともに鳥取医療センターとも、建設単価等の確認を行っているところ。
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